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女性差別撤廃条約実現アクション神奈川 

代表 湯 山  薫 

紹介議員 早乙女 智子、渡辺 久子 

 

【請願の趣旨】 

 女性差別撤廃条約選択議定書は、女性差別撤廃条約の実効性を高めるた

めに、1999年に国連で採択された付属の条約です。今年は、女性差別撤廃

条約選択議定書が採択されてから25年目に当たります。私たち「女性差別

撤廃条約実現アクション神奈川」は県内の女性たちが参加して発足したネ

ットワークです。女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を実現する

ために活動しています。 

 現在、女性差別撤廃条約の締約国189か国中、115か国が選択議定書を批

准していますが、日本は批准していません。選択議定書は、個人通報制度

と調査制度の二つの手続きを定めています。 

 個人通報制度は、女性差別撤廃条約で保障されている権利が侵害され、

救済を求める国内手続きが尽くされた後も権利回復がなされていない場

合、女性差別撤廃委員会に通報し、救済を求めることができる手続きで

す。 

 調査制度は、女性差別撤廃委員会が、女性差別撤廃条約に定める権利

の、重大または組織的な侵害があるという信頼できる情報を得た場合に、

当該国の協力の下で調査し、国に調査結果を意見・勧告ともに送付する制

度です。 



 

 

 

 

 

 日本における男女平等の実現は、いまだ途上にあります。各国の男女平

等度を示す2024年のジェンダー・ギャップ指数の日本の総合順位は、146

か国中118位です。これは、Ｇ７参加国中最低です。Ｇ７コミットメント

が掲げるジェンダー主流化政策にとって女性差別撤廃条約選択議定書の批

准は不可欠です。 

 日本は第５次男女共同参画基本計画で「女子差別撤廃条約の選択議定書

については、早期締結について真剣に検討を進める」と規定しています。 

 ＳＤＧｓの17の目標の第５は「ジェンダーの平等を達成し、すべての女

性と女児のエンパワーメントを図る」となっています。 

 日本においては国連総会で設立を促す決議がされている国内（人権）機

関が存在せず、大学医学部入試の女性受験生への差別や、政治の分野での

女性の参加、男女間の賃金格差など男女差別の是正に向けて、さらに改革

のスピードを進めることが期待されています。女性差別撤廃条約選択議定

書の批准は、この現状を変え、女性の権利を国際基準にする重要な第一歩

です。 

 湯河原町では、「ゆがわら男女共同参画プラン―男女共同参画社会をめ

ざして―」に基づき具体的な取り組みが進められています。国が女性差別

撤廃条約選択議定書を批准することにより湯河原町における男女共同参画

社会実現に向け大きな力になるものです。 

 現在、全国では278議会で意見書の採択がされています（県内では中井

町と座間市、横須賀市、小田原市、鎌倉市、葉山町、愛川町、清川村・伊

勢原市・秦野市・茅ヶ崎市・大和市・別途川崎市・厚木市の14議会）。 

 湯河原町議会におかれましては、国会および政府に早期批准を求める意

見書を採択されますよう切にお願いします。 

 

【請願事項】 

１ 湯河原町議会において、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める

意見書を採択し、国会および政府に提出すること。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



意見書（案） 

 

 

令和６（2024）年 月 日 

 

 

内閣総理大臣 岸 田 文 雄 様 

外務大臣 上 川 陽 子 様 

法務大臣 小 泉 龍 司 様 

内閣府特命（男女共同参画）担当大臣 加 藤 鮎 子 様 

 

 

                   湯河原町議会議長 村 瀬 公 大  

 

 

女性差別撤廃条約選択議定書の批准（に向けた環境整備）を求める意見書 

 

 

 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約CEDAW（The Convention 

on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women）は、1979

年に国連総会で採択され、日本を含む130か国が批准しました。しかしながら、不

利益を被ったときに国際機関に訴えることができる選択議定書の批准を先送り

にしたまま40年が経過しています。 

 国連で1999年、女性差別撤廃条約の実効性を高めるために採択され、条約の締

結国189か国中、115か国が選択議定書を批准していますが、日本は未批准です。 

 私たち神奈川県足柄下郡湯河原町議会は、女性差別撤廃条約選択議定書の批准

（に向けた環境整備）を求める意見書を（全会一致・賛成多数）により、提出致

します。 

 

 

一、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准する（環境を整える）こと。 
























